
船橋市立医療センター職員等仮設駐車場利用規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、船橋市立医療センター（以下「医療センター」という。）職員等の

仮設駐車場（以下「駐車場」という。）利用に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規程でいう用語の定義は下記のとおりとする。 

⑴ 職員等 常勤職員、非常勤職員及び臨時的任用職員 

⑵ 業務受託者等 医療センターの業務を受託した者及び医療センター内において許可

を得て業務を行う者 

⑶ 利用者 職員等及び業務受託者等を併せていう。 

（駐車場料金） 

第３条 １台１月あたりの駐車場料金は、９９０円（税込）とする。ただし、職員等のう

ち地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員で週の勤務日数が５日

に満たない者は、勤務日数に応じて減額するものとする。 

２ 使用料は原則として毎月２１日までに当該月分を納付しなければならない。 

（納付方法） 

第４条 利用者は原則として第１号の方法により駐車場料金を納付する。ただし、それに

よりがたい場合は第２号及び第３号の方法により納付することができる。 

⑴ 給料からの控除により１月分づつ納付する。 

⑵ 納付書により指定金融機関の窓口で施設管理者が指定する月分を一括して納付する。 

⑶ ＡＴＭ等により指定する口座へ施設管理者が指定する月分を一括して振り込む。た

だし、振込手数料は利用者の負担とする。 

（利用の開始・変更・終了） 

第５条 利用者が駐車場の利用を開始及び変更又は終了しようとするときは、職員等にあ

っては様式１により、業務受託者等にあっては様式２及び様式３により、利用を開始及

び変更又は終了しようとする日の前月までに施設管理者に申請しなければならない。 

（利用の許可） 

第６条 施設管理者は、前条による申請を受理した場合、下記の項目を審査し、すみやか

に利用の許可を決定する。 

⑴ 利用者が第２条に規定するものであること。 

⑵ 駐車しようとする車両が駐車場施設に損傷を与えないと認められること。 

（還付） 

第７条 施設管理者は、駐車場料金について過納又は誤納があったときは、当該過誤納に

係る金額（以下「還付金額」という。）を利用者に還付しなければならない。 

２ 還付金額は、利用残月数に応じた金額とする。この場合の還付金額の計算は、第１１

条を準用する。 

（督促等） 

第８条 施設管理者は、駐車場料金が納期限までに納付されないときは、利用者に対して

当該納期限後２０日以内に督促しなければならない。 

２ 督促をした日から起算して１０日を経過した日までに当該督促に係る駐車場料金が納

付されないときは、直ちに当該利用者の利用許可を取り消すものとする。 

（利用者の遵守事項） 

第９条 利用者は、駐車場を利用するにあたり、施設管理者の指示に従うほか、次の各号

に掲げる事項を守らなければならない。 



⑴ 駐車場の施設を損傷しないこと。 

⑵ 爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。 

⑶ 騒音を発する等の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

⑷ 他の車両の通行及び駐車を妨げないこと。 

⑸ 施設管理者が指定した許可位置以外に駐車しないこと。 

⑹ 盗難や事故防止に最大限の努力を払うこと。 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上不適当な行為をしないこと。 

（利用の制限） 

第１０条 次に該当する場合、施設管理者は駐車位置の変更又は駐車場の利用を中止する

ことができる。 

⑴ 利用者が前条に違反したとき。 

⑵ 利用者が虚偽の申請をしたとき。 

⑶ 利用者が変更又は終了の届出を怠ったとき。 

⑷ 利用者が駐車料金の納付を怠ったとき。 

⑸ 施設管理上、駐車位置の変更又は駐車場の利用中止の必要が生じたとき。 

（料金の計算方法） 

第１１条 利用者が利用を開始するとき、料金は暦月単位で計算する。ただし、次の場合

の料金は定められた金額の半額とする。 

⑴ 利用開始月の利用開始日が１６日以降のとき。 

⑵ 利用終了月の利用終了日が１５日以前のとき。 

（料金の免除） 

第１２条 施設管理者は、次の各号のいずれかに該当する車両が駐車するときは、料金を

免除することができる。 

⑴ 事故及び災害等緊急の事態により、院長が出勤を指示又は依頼したとき。 

⑵ その他院長が認めたとき。 

（料金の収入） 

第１３条 料金は、船橋市立医療センターの収入とする。 

（損害賠償） 

第１４条 施設管理者は、駐車場内で発生した盗難及び事故についてその責めを負わない。 

２ 利用者は、駐車場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は

その損害を賠償しなければならない。 

（補則） 

第１５条 この規程で定めのない事項については、施設管理者が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、平成１８年６月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和３年６月１日から施行する。 

 


